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令和 3年 6月 17日 

 

埼 玉 県 市 長 会 
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新型コロナウイルスワクチン接種に関する緊急要請 

 

 

本年 4月の緊急事態宣言発出に際し、政府から、新型コロナウイルスワクチン接種につい

て、希望する高齢者に、7月末を念頭に各自治体が 2回の接種を終えることができるよう、

国を挙げて取り組む方針が示されました。 

県内 63市町村においては、新型コロナウイルス感染症が、住民の生命と安全を脅かし、地

域経済に極めて大きな被害を及ぼしていることから、この状況を打開するためのワクチン接

種に、地域の実情に応じて可能な限り迅速に実施できるよう取り組んでいるところです。 

こうした中、県では市町村のワクチン接種を補完するものとして、高齢者ワクチン接種セン

ターを開設するとともに、県医師会と共同し、郡市医師会に対し個別接種の更なる掘り起しを

依頼するなど、7月末までの高齢者のワクチン接種完了に尽力いただいていることに感謝い

たします。 

一方で、次の課題となるのが、64歳以下の市民に対する迅速かつ円滑なワクチン接種の実

施であります。 

一日も早く住民の生活の安心安全を取り戻すため、高齢者接種以降の進め方等について、

以下の点について緊急に要請します。 

 

 

１ 現在さいたま市に設置している高齢者ワクチン接種センターを、８月以降少なくとも首相

がワクチン接種を希望する方への接種終了を表明した１１月末までは、６４歳以下の県民を

対象とし、存続させること。 

 

２ さいたま市に設置しているワクチン接種センターと同様の会場を、地域性を考慮し、県北

部、県東部、県西部に開設すること。 

 

３ 県設置のワクチン接種センターにおいては、エッセンシャルワーカー、特に子供と接する教

員・保育士・幼稚園教諭を最優先対象者とすること 

 

４ 各市町村の接種が計画的に進められるよう、供給するワクチンの種類、スケジュールを早

期に示すこと 

 

５ ワクチンの安全性、有効性、副反応等の接種を受けるに当たって必要な知見・情報を適切

に発信すること 


